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 資料 
１．女性差別撤廃委員会第 6 次レポート審議に向けた NGO の取り組み 

   ２．JNNC10 年の活動 

   ３．JNNC 参加団体リスト 

   ４．総括所見後の各項目進捗表 

   ５．社会権規約委員会の日本に対する第 3回総括所見（労働関連） 

   ６．憲章 24条に基づく 100 号及び 181 条約違反申立と ILO の結論と勧告要旨 

   ７．厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会委員宛て「国連女性差別撤廃委員会の懸念および 

勧告に応える雇用機会均等法の改定を求める要請書」(JNNC) 

   ８．選択的夫婦別氏制度に関する政府の世論調査(性別・年代別賛否) 

   ９．民法改正の議員立法案提出状況 

   10．各政党の政策（マニフェスト・政策集等） 

  

 

 机上配布資料 
１．『女性差別撤廃条約第 6 次日本レポート審議と JNNC の活動記録 国連と日本の女性たち』 

     （JNNC、2009 年） 

２．『2010-JNNC ドゥブラヴカ・シモノヴィッチ委員招聘活動報告集 国連女性差別撤廃委員が

語る日本の課題』                         （JNNC、2010 年） 

３．『改訂 学んで活かそう女性の権利 女性差別撤廃条約の新展開』 

  （国際女性の地位協会、2012 年） 

４．山下泰子関連書籍抜粋コピー 

  ・山下泰子「女性差別撤廃条約上の義務を履行するための提言」辻村みよ子・河上正二・水野

紀子編『男女共同参画のために―政策提言』（東北大学 21 世紀 COE プログラム ジェンダー

法・政策研究叢書）東北大学出版会、2008 年、53－68 頁。 

・山下泰子「国際人権の実施における NGO の可能性」辻村みよ子編『壁を超える―政治と行政

のジェンダー主流化』（ジェンダー社会科学の可能性 第 3 巻）岩波書店、2011 年、169－192 頁。 

・山下泰子「女性差別撤廃条約の日本へのインパクト」ジェンダー法学会編『ジェンダー法学

のインパクイト』（講座 ジェンダーと法 第 1 巻）日本加除出版、2012 年、17－31 頁。 



NGO から見た総括所見の実施と次回政府報告 ―― 総論 

                    

                        JNNC 代表世話人  永井よし子 

 

                                           

１．JNNC の CEDAW への働きかけと活動         資料 1  資料 2  資料 3 

  ・それまで NGO が個別に行っていたロビイング及び NGO レポートの提出を一括した。 

  2002 年の会期前作業部会、2003 年の本審査、2008 年の会期前作業部会、2009 年の本審査な 

どに対して、事前に NGO レポートによる情報提供を行い、審議の場に足を運んだ。これらの 

行動は CEDAW から歓迎され、2003 年、2009 年の NY 審査で、ランチタイムブリーフィング、

非公式ブリーフィングでの発言および意見交換の場の確保につながった。 

・参加団体の広がりにより、それまでに指摘された差別に留まらず、取り上げられてこなかっ

た差別の実態の顕在化につながる効果があった。その情報を CEDAW に届けたことが、かなり

の部分で政府への質問項目や総括所見に反映された。 

  ・03 年は 57 名、09 年は 84 名が NY で政府報告の審査を見守った。 

  ・2009 年の総括所見におけるフォローアップ課題については JNNC の全体課題として取り組

む。CEDAW のフォローアップ担当のシモノヴィッチ委員を日本に招聘し、内閣府での講演を

含む国内各地の講演と条約の周知に貢献あった。NGO レポート、JNNC コメント、集会を重

ね、政府の意欲的な回答を期待する働きかけを行った。 

  ・CEDAW は 2010 年に採択した声明において、国家報告を準備する際に NGO との協議を求

めている。今後の報告策定の過程において、形式的でない NGO との意見交換が試みられるべ

きで、今回のヒアリングが早い段階で実施されたことを歓迎したい。ただ、NGO との対話は

折に触れ語られ、09 年の政府代表報告でも行っていると報告されているが、これまでの「聞く

会」は一方通行の報告で、参加者との対話とはとても言えない。公聴会やパブリックコメント

の募集も行われてはいるが、どのように反映されたかが見えない。その点でも、条約の求める

NGO との密接な関係の構築は今後の課題である。今回のヒアリングが NGO との対話の手ごた

えある経験につながることを願っている。 

 

２．日本政府報告書と総括所見                       資料 4 

①政府報告書は、実施したこと、推進の方向にあることのみに偏っている。2009 年審査では、不

十分との指摘もあった。 

②指摘を受けながら実現していないものには触れない。結果として勧告を無視 

③結果の平等の実現に消極的。差別の定義が国内法に明記されていないこと、間接差別の解消に

消極的。 

④形式的な回答に留まりがち。実態には差別が温存されている可能性がある。水面下に潜むもの

を抉り出すべきである。対策を提案しても（回答は整っていても）差別解消につながらなけれ

ば形式的回答に留まる。 

⑤実現しない、あるいは変化の遅れについての分析、障壁を取り除くための検討や方法に関する



言及が少ない。あるいは欠いている。 

⑥特に、NGO の指摘によって顕在化した分野の差別温存が軽視される傾向がある。 

 

３．上記２との関連で①②⑥について具体例を見る 

 2-①第３次基本計画に掲げた数値目標が評価され、年次報告も行われている点は評価しつつも、

内実への踏込み検証が不足。また、調査対象が固定、広がりがない。 

最近の差別や暴力の多様な実態の救済に、どのような対処を提案できるか。 

Ex1：柔道連盟の指導的地位は男性のみ。進級の壁など女子柔道は副次的扱い＝26,27、 

29 項、監督による暴力や指導的立場の役員へのセクハラは DV 法ではカバーできない暴

力。隠される女性差別は指導的地位に女性がいないことが一因。 

Ex2：年次報告の範囲を広げ、ジェンダー統計を充実すること。民間、半公的団体等の統計が

必要。また、数値が 30％をこえた場合も、分野に偏りがあることへの考察が必要。指定職

問題も。 

 2-②繰り返しの勧告のうち、民法改正と労働分野、選択議定書については後述。 

  「差別の定義」の国内法への明記。審議での政府答弁は、条約は国内法としての効果を持つと

言うが、訴訟等において今なお国は直接担保はされていないと主張。国内法がないと自動執

行されないとする判例と政府回答は矛盾。二重基準を見直すように。 

  結果として勧告を無視しているのが、「慰安婦」問題と公人による差別発言。 

   「慰安婦」に関して、CEDAW は早い時期から懸念、勧告を出している。政府は「アジア女

性基金」を掲げて説明してきたが、CEDAW の納得は得られず、09 年の勧告（被害者への補

償、加害者処罰、この問題に関わる教育）では、永続的な解決を見出す努力を緊急に行うこ

とを求めている。本年、社会権規約委員会、拷問禁止委員会から慰安婦に関する勧告が続い

て示され、今後は他の人権条約との関係も視野に入れつつ政府回答を検討し、根本的解決を

探るべきではないか。 

   おりしも、橋下大阪市長の「慰安婦」及び性産業に従事する女性を侮辱する発言が世界中か

ら批判されている。いま、にわかにヘイトスピーチ論議が活発化しているが、公人による差

別発言の放置は影響力も大きく連鎖する。看過できない。03 年の CEDAW 審査では、石原

都知事のババァ発言は世界中の女性を侮辱するものと指摘した委員に対し、政府代表は「マ

スコミが取り上げるのが最大の制裁、予防」と回答、政府の役割の自覚を欠いていた。09 年

勧告でも「言葉の暴力を犯罪とする」とまで強く対策を求めている。政府回答は注目されて

いる。 

  意思決定の場への女性の参加について、議論・検討は重ねられているが、進まない。   

   現状の一票の格差は違憲との司法判断を受け、国会で議論があるが、そこでは数字の辻褄合

わせのような見解が示されるにとどまっている。将来を見据えた日本社会の構築には性の偏

りなく政治的意思決定がなされるべきとの意識は皆無である。選挙制度の検討を提言するこ

とが必要である。これは北京行動綱領でも政府のなすべきこととして指摘されている。 

 2-⑥ 条約に向き合うことによって、女性差別の実態を的確に指摘し、顕在化することにつなが

ったのは、マイノリティ女性、高齢女性の貧困、性暴力、平等教育の後退、司法におけるジェ



ンダーバイアスなどの分野である。また、東日本大震災及び福島第Ⅰ原発事故など、災害と女

性の分野が注目されている。これまで差別として認識されてこなかった差別が指摘され、摘出

されていくことは重要なことであり、こうした実情に対してこれまで以上に実効力ある差別撤

廃政策が求められる。と同時に、人権教育、ジェンダー平等教育、ステレオタイプな意識の変

革が緊急に求められる。特に、公人や指導的地位にある人々への人権教育は緊急課題である。

これまでの人権教育や研修は、職員などに偏っている。もっとも必要なのは、高位にある司法、

立法、行政関係者への意識変革の働きかけである。影響力のある高位の人の意識が変わってこ

そ、男女共生社会実現への歩みは加速されるであろう。 

さらに、人権の保障と救済を目的とするパリ原則にそう人権救済機関の設立は急務であり、

必要な法律の制定や改正が急がれる、と同時に、人権機関による意識変革教育の新たなカリキ

ュラム開発を期待したい。 

   さらに、条約実施について後退を許さない絶えざる監視が必要である。 

 

JNNC の重要課題として全体で取り組んできた選択議定書の批准、民法改正、労働分野などに

ついてはそれぞれ３人から発言する。 

以上、総論とする。 



-



「条約の国内実施と選択議定書」  
山下泰子（前 JNNC 代表世話人、国際女性の地位協会会長） 

 
Ⅰ 女性差別撤廃条約の国内実施のために 

条約の誠実な履行を通じて男女共同参画社会の構築を図るための６つの提言 

◆山下「政策提言」（東北大学 21 世紀 COE プログラム「ジェンダー法・政策研究」での 5 年間の研究成果） 

１．女性差別撤廃条約専門調査会の設置 

監視専門調査会は、国連提出の報告書作成に関わるだけでなく、基本的に女性差別撤

廃条約の国内実施のための監視機能を果たすべき：CEDAW 一般勧告 28,39 項 

◆山下「インパクト」p.28,苦情処理・監視専門調査会（2004）「国際基準・規範の国内への取り入れ・

浸透について」◆山下「政策提言」p.58. 

２．女性差別撤廃条約に基づく国内法の見直し：総括所見(2009)19,20,21,22.28 項 

◆山下「インパクト」CEDAW 一般勧告 28,pp.26-28. 

３．女性差別撤廃条約の普及・広報：総括所見(2009)58 項 

４．女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准：総括所見(2009)20 項 

◆山下「NGO の可能性」pp.187-188. 

５．暫定的特別措置の活用：総括所見(2009)27,28 項.◆山下「インパクト」pp.24-25. 

６．政府と NGO の協働：総括所見(2009)3,5 項,CEDAW「非政府組織との関係に関する声 

明」◆山下「NGO の可能性」pp.185-188.◆国際女性の地位協会『改訂 学んで活かそう女性の権利』

尚学社、2012 年、pp.48-49. 

 
Ⅱ 選択議定書の重要性と国際的動向 

１．女性差別撤廃条約は、基本的に個人の人権を保障する法的拘束のある国際文書である。

従って、条約上の人権を侵害された個人の救済が行われなければならない。条約 18 条

の国家報告制度だけでは、実効性の担保が不十分であることから、条約採択 20 周年の

1999 年に選択議定書が採択された。内容は、個人通報制度と調査制度の２種類があり、

現在、女性差別撤廃条約締約国 187 か国中 104 か国が選択議定書を批准している。す

でに、アジアでも、バングラディシュ、ネパール、フィリピン、韓国、タイ、トルコ

が締約国である。OECD 加盟 30 か国中、選択議定書を未批准なのは、女性差別撤廃条

約自身も批准していないアメリカと、条約は批准しているが選択議定書を批准してい

ない日本だけである。 

◆国際女性の地位協会編『改訂 やさしく学ぼう女性の権利』pp.18-23. 

２．CEDAW では、すでに 52 件の個人通報案件を登録リストにあげている。既決事件（31

件：うち権利侵害あり 13 件、権利侵害なし 1 件、受理可能性なし 12 件、取り下げ等

5 件、未済事件：21 件である。調査制度についても、現在 6 件が係属中である。林陽

子委員が、選択議定書作業部会長を務める。 
 
Ⅲ CEDAW による日本への選択議定書の早期批准要請 

１．女性差別撤廃条約は、国内的効力を有するものであり、第 1 次的には、国内裁判所が、



条約上の権利救済に当たることが要請される（条約 2 条 c）。 

２．CEDAW は、日本レポート審議の度に、選択議定書の早期批准を求め、とくに 2009 年

には、「条約が女性の人権にかかわる人権条約として法的拘束力をもつという認識」が

希薄であり、「レポート全体を通して、本条約がまるで宣言のようにしか受け止められ

ておらず、女性の人権に関わる人権条約として法的拘束力をもち、国内法に適用しな 

くてはならない、と受け止められていないと思う。これを変えていくためには、選択

議定書の批准をすることがきわめて重要です」「（シモノヴィッチ委員）との指摘があ

った。 

３．これを受けたのが、総括所見 20 項である。「委員会は、締約国が選択議定書の批准を

引き続き検討することを繰り返し勧告するとともに、選択議定書にもとづいたメカニ

ズムは、司法による本条約の直接適用を強化し、女性に対する差別への理解を促すと

いう委員会の強い確信を改めて表明する」としている。 
 
Ⅳ 日本国内での選択議定書批准に向けての動向 

１．2004 年、国際婦人年連絡会は、選択議定書批准を求めて、37 万通の署名を集めた。 

２．外務省・法務省は、個人通報について、20 年以上も研究会を開催している。 

３．参議院本会議は、早期批准を求める請願を少なくとも 11 回以上採択している。 

４．2009 年、JNNC は国会対策チームをつくり、CEDAW の日本レポート審議の場で、選

択議定書の批准に向けた発言を得ようと、積極的なアプローチを行い、1 月から 7 月に

かけて、議員会館、自民党本部、首相官邸などを合計 46 回訪問した。 

５．JNNC は、2009 年 8 月の衆議院議員選挙に向けて、選択議定書に関する公開アンケー

トを行い、自民党の「慎重に検討」、国民新党の「現在、検討中」以外は、批准に賛成

の回答を得た。2010 年 6 月、参議院選挙でも、直前政党アンケートを実施した。 

６．2009 年 9 月、千葉景子法務大臣は、就任記者会見で、選択議定書批准を行うことを明

言したが、まったく手つかずに終わった。 

７．2010 年 5 月、外務省人権人道課に人権条約履行室(7 人)が新設され、選択議定書批准

の準備にあたると言われた。以後、JNNC は、外務省人権条約履行室や法務大臣・副

大臣、法務省国際室を訪問し、選択議定書の早期批准を要請した。 

８．2010 年 12 月、第 3 次男女共同参画基本計画は、「選択議定書の批准については、早期

締結について真剣に検討を進める」とした。 

９．JNNC は、日弁連と共催して、2010 年 1 月日比谷公会堂、2012 年 4 月弁護士会館講

堂クレオで、「今こそ、個人通報制度の実現！大集会」を開催した。 
 
Ⅴ 選択議定書の批准は、JNNC の悲願である。監視専門調査会は、選択議定書の早期批

准に向けた具体的なロードマップを示してほしい。                       

以 上 
 
 

法学博士、文京学院大学名誉教授、元ジェンダー法学会理事長、元日本学術会議連携会員。 

主著：『女性差別撤廃条約の研究』、『女性差別撤廃条約の展開』、『女性差別撤廃条約と日本』 



「労働関連」 
柚木康子（JNNC世話人、均等待遇アクション 21事務局） 

 

 

１．2009年 8月女性差別撤廃委員会総括所見とその後の国際機関の勧告 

 

①女性差別撤廃委員会総括所見における労働関連部分：21，22，45，46，47，48項 

②社会権規約委員会総括所見における労働関連部分 2013年 5月  ： 資料５   

③ILO100号条約違反申立に対する ILOの結論と勧告 2011年 11月 ： 資料６ 

④ILO181号条約違反申立に対する ILOの結論と勧告 2012年 3月  ： 資料６ 

    

本年 5月に出された社会権規約委員会からの勧告でも 13，16，18，19，20項と具体的な指摘

がなされた。（JNNC参加団体有志で労働も含めたジェンダーレポートを提出） 

  

  上記の諸勧告を踏まえた政府報告の必要の指摘を 

 

２．2009年 8月の総括所見の指摘事項で実現したもの、前進したもの、前進が見られなかったもの 

を明確にし、前進しなかった事項についてその原因を明らかにする必要性の指摘を 

 

３．厚労省労政審雇用均等分科会で昨年来均等法見直しがされている。 

総括所見の指摘を踏まえて均等法を点検し、勧告を反映する改定の必要性の指摘を 

 

  資料７ 厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会委員宛て「国連女性差別撤廃委員会の懸念 

および勧告に応える雇用機会均等法の改定を求める要請書」(JNNC)   

 

４．男女賃金格差縮小に必要なポイントの指摘を 

 

正社員・正職員の男女間比較で賃金格差 73.3 

   女性の 54.7％は非正規職、非正規職全体の 7割が女性・・非正規問題は女性問題である 

   

   ＊同一価値労働同一賃金の評価スキームの確立 

   ＊人材活用の仕組みにでは説明できない正規・非正規格差をどう是正するのか 

 

５．規制改革実施計画に盛られた労働者派遣制度の見直し（2013年度検討・結論）は ILO勧告を 

  踏まえたものに 

   

   登録型派遣の大半は女性である 

 

６．ジェンダー統計の必要性の提起を 

   ジェンダー統計に資するものとして、有価証券報告書の活用を 

 

７．女性の「経済のために活用」という表現がふえている。女性の人権としての視点で取組を 



-



 
 

民法改正 

                    坂本洋子（NPO法人 ｍネット･民法改正情報ネットワーク) 

◆差別規定が解消されない日本の民法 

1996 年 2 月 26 日、法制審議会から選択的夫婦別氏導入や婚外子相続差別撤廃の民法改正の法

律案要綱が答申されたが、17年以上もたなざらしとなっている。（法制審答申後立法化されてい

ない唯一の法律案） 

＊婚姻最低年齢に男女差を設けている主な国は中国と日本 

＊法で夫婦同氏を義務付けている国は先進諸国では日本のみ 

＊再婚禁止期間を設けていた多くの国が近年撤廃 

＊婚外子への相続差別を法で規定しているのは日本とフィリピン（政府答弁） 

 

◆第 6回報告に対する女性差別撤廃委員会総括所見（2009.8.7） 

18. 委員会は、男女共に婚姻適齢を 18歳に設定すること、女性のみに課せられている６カ月の再

婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のた

めに早急な対策を講じるよう締約国に要請する。さらに、嫡出でない子とその母親に対する民法

及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。委員会は、本条約の批准による締約

国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部で

あることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであること

を指摘する。 

 

◆女性差別撤廃委員会からの勧告 

2003 女性差別撤廃条約第 4・5回報告書審査 
婚姻最低年齢・再婚禁止期間・夫婦別氏選択・

婚外子差別の各規定の改正を勧告 

2009 女性差別撤廃条約第 6回報告書審査 

婚姻最低年齢・再婚禁止期間・夫婦別氏選択・

婚外子差別の各規定の改正を勧告、実施につい

て２年以内に報告を要請 

2011 女性差別撤廃条約フォローアップ書審査 一部履行の評価、１年以内に再度報告を要請 

2012 女性差別撤廃条約再フォローアップ書審査  

                 ＊日本が新たに設けたフォローアップ制度を形がい化させている 

◆選択的夫婦別姓について 

▼婚姻件数 66万1895件（2011年人口動態統計）  

夫の氏 63万 6799件（96.2％） 妻の氏 2万 5096件（3.8％） 

     夫妻とも初婚は 49万 664件（73.5％）一方もしくは双方が再婚は 25.9％ 

出生総数のうち、嫡出でない子（婚外子）は 2万 3354人（2．2％） 

諸外国と比べ婚外子の割合は極端に低く、我が国の差別解消は依然として進んでいない 

▼2010年度「人口動態職業・産業統計の概況」（2013年 3月 6日厚生労働省公表） 

   婚姻時 妻が有職の割合 69.5％ 

夫妻とも有職の割合 67.9％で過去最高 

               多様化や意識の変化 
 

内閣府の世論調査では、60歳未満では男女とも全ての年代でも選択的夫婦別姓制度に賛成が反

対を上回っている資料８ 



 

 

◆婚外子相続分規定（民法第 900 条第 4号但し書前段）の裁判所の判断 

高等裁判所 

東京高裁  1993.6．23  決定 違憲(確定) 

東京高裁  1994.11．30 判決 違憲(確定) 

東京高裁  2010.3．10  判決 適用違憲（確定）  

大阪高裁  2011.8．24  決定 違憲(確定) 区別を放置することは立法府の裁量判断の限界を超えている 

名古屋高裁 2011.12．21 判決 違憲(確定)   

 

最高裁判所  

2003年 3月 21日第一小法廷判決  

極めて違憲の疑いが濃い。立法府の裁量の問題として看過し得ない非合理的規定（島田仁郎裁判官補足意見） 

2013年 2月 27日 

 二つの裁判（非公開）の特別抗告審で最高裁判所第 1小法廷（金津気聡裁判長）は 2月 27日、

審理を 15人の裁判官全員で構成する大法廷（裁判長・竹崎博允長官）に回付、5月 29日には新

たに１件を大法廷に回付した。          

 

規定を合憲とした１９９５年の大法廷決定の見直しへ 

 

◆民法改正をめぐる動き 

▼民法改正を公約に掲げ、野党時代に議員立法案を提出してきた民主党が 2009年 9月に政権をと

ったが、閣議決定には至らなかった。また、野党からも議員立法案の提出がなかったため、1997

年以降続いた法案提出が 2010年に途切れ、以降提出されていない 資料９ 資料１０ 

 

▼2011年 2月 14日、夫婦同氏を定めた民法 750条が、憲法 13条、24条、締約国の差別撤廃義務

を定める女性差別撤廃条約 16条に違反するとして、男女 5人が初の国家賠償請求訴訟を提起 

⇒ 東京地方裁判所（石栗正子裁判長）は 2013年 5月 29日、夫婦同氏による不利益を認めな

がら、原告らの請求はいずれも理由がないとして棄却（6月 11日原告控訴） 

  

▼2012年 4月 9日、職場で旧姓を使用してきた元高校教諭の男性が人事異動の新聞発表で戸籍名

を使用され、精神的苦痛を被ったとして、神奈川県を相手に損害賠償請求訴訟を提起 

⇒ 神奈川県教委は 2012年 12月、旧姓使用取扱要綱を改正し、2013年 6月 3日、和解が成立 

 

最後に 

 国連の各人権委員会からたびたび勧告を受けながら、日本政府が差別撤廃を行わないことは、

人権政策に後ろ向きであることを露呈するだけでなく、勧告を形がい化させる恐れもある。 

政党が民法改正を選挙公約に掲げ、国会議員が議員法案提出を繰り返し、大臣が国会答弁で法

改正を約束したにもかかわらず、実現していないことへの説明責任が全く果たされていない。 

選択的夫婦別姓は個人の尊厳や男女平等といった憲法や条約の理念に沿って見直すことが出発

点であったにもかかわらず、そのことが全く蔑にされ、「世論」の動向を理由として立法化しない

のは問題である。  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性差別撤廃委員会第 6 次日本レポート審議に向けた NGO の取り組み 

 

女性差別撤廃条約 NGO ネットワークⅡ（JNNCⅡ） 

全体会開催（第 1回：2008.8.27） 

 

日 
 

本 
 

政  

府 

C

E

D

A

W 

②会期前作業部会 NGOブリーフィング 

（ジュネーブ、2008.11.10） 

 

⑥NGOレポート送付（2009.6.2） 

 

⑧非公式ブリーフィング（NY、2009.7.22） 

 
⑨ランチタイムブリーフィング（NY、2009.7.22） 

 

⑪日本レポート審議傍聴（NY、2009.7.23） 

 

④質問事項に対する NGO レポート内閣府へ持参（2009.4.15 ） 

 

⑦省庁交渉・院内集会など 

（選択議定書早期批准・民法改正など。2009.1～6） 

⑭フォローアップ項目へのNGO レポート送付（2011.7.28） 

 

 

⑰フォローアップ回答への見解(2011.11.4)＜18項についての再提出指示を含む＞ 

 

 

 

①第 6次日本レポート（2008.4） 

 

③質問事項公表（2008.12.1） 

 

⑤質問事項に対する政府回答（2009.4） 

⑩日本レポート審議（第 44会期、NY、2009.7.23） 

 

⑫総括所見公表（2009.8.7）＜フォローアップ 2項目提出指示含む＞ 

 

⑯フォローアップ項目への日本政府コメント(2011.8) 

 

⑮フォローアップ項目へのNGOレポート 

内閣府へ持参（2011.8.2） 

 

2012.12現在 
石 﨑 節 子 

 

⑱フォローアップ事項に関する女性差別撤廃

委員会の評価についての見解(2012.1.1) 

 

注：数字は事柄の時系列的順番を表す。 

 

⑬JNNC によるフォローアップ担当シモノビッチ委員招聘 

政府要請と各地での講演（2010.8.21～9.5） 

 

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会 

 

⑲再提出（2012.11） 

 

資料１－１ 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太字＝JNNCの活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細字◎＝CEDAW、日本政府関係項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JNNC=日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CEDAW＝国連女性差別撤廃委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NWEC=独立行政法人国立女性教育会館

2013年5月１日作成

1998年7月24日 ◎第4次日本レポート国連に提出

2002年9月13日 ◎第5次日本レポート国連に提出

2002年12月23日 JNNC結成

2003年1月17日 内閣府男女共同参画局坂東真理子局長と第１回面談

2003年2月3日 CEDAW会期前作業部会NGOブリーフィング参加（ニューヨーク）

2003年3月20日 第１回衆参女性議員懇談会ブリーフィング開催

2003年3月4日 JNNCウェブサイト立ち上げ(http://www.jaiwr.org.jnnc)

2003年2月14日 ◎CEDAW第4次・５次日本レポートへの質問事項公表

2003年4月9日 内閣府男女共同参画局坂東真理子局長と第２回面談、質問事項に対するNGO回答を内閣府に持参

2003年4月1日 ◎質問事項に対する政府回答

2003年5月12日 第２回衆参女性議員懇談会ブリーフィング開催

2003年5月16日 NGOレポート、NGOサマリーレポート、質問事項に対するNGO回答をCEDAWに提出

2003年5月19日 府省に対するNGO質問票

2003年5月1日 NGO質問票に対する府省からの回答

2003年7月7日 CEDAWに対するランチタイムブリーフィング開催（ニューヨーク）

2003年7月7日 CEDAW非公式NGOブリーフィングで意見表明(ニューヨーク）

2003年7月8日 ◎CEDAW第４次・第５次日本レポート審議（第29会期、ニューヨーク）

2003年7月8日 CEDAW第4次・第5次」日本レポート審議傍聴・記者会見（ニューヨーク）

2003年8月8日 ◎CEDAW最終コメント公表

2003年8月11日 参議院議員会館で記者会見開催

2003年8月23日 NWECジェンダー研究交流フォーラムにてワークショップ「CEDAW日本レポート審議報告」開催

2003年12月10日 『女性差別撤廃条約とNGO』（明石書店）発行

2003年12月13日 JNNC赤松良子賞受賞

2004年2月13日 府省交渉「CEDAW最終コメントの履行に向けた意見交換会」開催（衆議院第2議員会館）

2006年2月28日 府省交渉「CEDAW最終コメント・フォローアップ」開催（参議院議員会館）

日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク（JNNC)の歩み

JNNCⅠ

資料２
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2008年4月30日 ◎第6次日本レポート国連に提出

2008年8月27日 JNNCⅡ第１回全体会開催

2008年11月10日 CEDAW会期前作業部会NGO ブリーフィング（ジュネーブ）

2008年12月1日 ◎CEDAW第６次日本レポートへの質問事項公表

2008年12月～2009
年6月

国会担当による国会議員と内閣への集中ロビイング

2009年4月14日 ◎質問事項に対する政府回答

2009年4月15日 質問事項に対するNGO レポート内閣府へ持参

2009年6月2日 NGO レポート、NGOサマリーレポート、質問事項に対するNGO回答をCEDAWに送付

2009年7月6日 内閣府との懇談会（CEDAW第6次日本レポート審議に向けて）内閣府特別会議室

2009年7月20日 CEDAW非公式NGOブリーフィングで意見表明（ニューヨーク）

2009年7月22日 JNNC主催ランチブリーフィング（ニューヨーク）

2009年7月23日 ◎CEDAW第6次日本レポート審議（第44 会期、ニューヨーク）

2009年7月23日 CEDAW第6次日本レポート審議傍聴・記者会見（ニューヨーク）

2009年8月1日～12日 選択議定書に関する公開政党アンケート実施

2009年8月7日 ◎CEDAW総括所見公表＜フォローアップ2 項目提出指示含む＞

2009年8月29日
NWECジェンダー研究交流フォーラムにてワークショップ「国連女性差別撤廃委員会からの勧告をどう活
かす？第6次日本レポート審議報告会」開催

2009年9月16日 女性差別撤廃条約選択議定書批准に向けた要望書を民主党・社民党・国民新党に送付

2009年12月13日 第6次日本レポートとJNNCの活動記録『国連と日本の女性たち』出版

2009年12月13日 女性差別撤廃条約採択30周年フォーラム共催（文京学院大学仁愛ホール）

2010年1月15日 日弁連主催「今こそ、個人通報制度の実現を！大集会」に参加（日比谷公会堂）

2010年2月22日 選択議定書の早期批准を求める要望書を福島瑞穂大臣に提出

2010年5月8日 第３次基本計画に関する公聴会に分担して参加、意見表明

2010年5月11日 第３次基本計画に関するJNNC意見をパブリックコメントとして送る

2010年6月8日 選択議定書についての参議院選直前アンケートを各政党に送る

2010年8月21日～9月
5日

JNNC による総括所見フォローアップ担当シモノヴィッチCEDAW委員招聘
（以下「★」項目は、シモノヴィッチ委員が講演）

2010年8月28日
★NWECジェンダー研究交流フォーラム・ワークショップ「女性差別撤廃条約批准25周年の履行におけ
る諸課題」開催

2010年8月29日 ★WWN15周年記念国際シンポジウム「職場における暫定的特別措置」（大阪）

2010年8月31日 第３次基本計画に関するJNNC具体的提言をパブリックコメントとして送る

2010年9月2日
◎・内閣府男女共同参画会議・聞く会「CEDAWのフォローアップ手続きの効率性と有効性」（東
京）

JNNCⅡ
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2010年9月2日 シモノヴィッチ委員来日記者会見（参議院議員会館）

2010年9月2日
★日弁連・両性の平等に関する委員会「女性差別撤廃条約30周年および選択議定書10周年を記念し
て」（東京）

2010年9月4日
★未来館フェスティバル2010シンポルイベント「国連女性差別撤廃委員会シモノヴィッチ委員　講演＆
シンポジウム」（福島）

2010年10月～11月 国会要請行動10/20、11/2、11/11、11/12,11/15,11/16

2010年11月30日 女性差別撤廃条約に関する院内集会開催

2010年12月20日
2010JNNCドゥブラヴカ・シモノヴィッチ委員招聘活動報告集『女性差別撤廃委員が語る日本の課題』出
版

2011年6月21日 外務省松浦人権人道課長、辻坂人権条約履行室長に面会

2011年6月6日 内閣府男女共同参画局岡島局長、武川審議官訪問。要請と意見交換

2011年6月30日 民主党子ども・男女共同参画調査会でヒアリングを受ける（会長神本美恵子議員により実現）

2011年7月4日 江田五月法務大臣に面会、要請

2011年7月28日 フォローアップ項目へのNGO レポートをCEDAWに送付

2011年7月28日 法務省国際室と面会

2011年8月5日 ◎フォローアップ項目への日本政府コメント

2011年8月2日 フォローアップ項目へのNGOレポート内閣府へ持参

2011年8月3日 mネット・JNNC共催「民法改正を求める院内集会」開催

2011年10月21日
NWECジェンダー研究交流フォーラムにてワークショップ「国連女性差別撤廃委員会に、日本はこう答え
た！」開催

2011年11月4日 ◎CEDAWフォローアップ回答への見解＜18 項についての再提出指示を含む＞

2011年7月25日 JNNCフォローアップ・レポートをCEDAWに送る

2011年8月10日 フォローアップに関する政府回答についてのJNNC見解の記者会見開催

2012年1月1日
フォローアップ事項に関する女性差別撤廃委員会の評価についての見解を総理大臣、男女共同参画
特命担当大臣、法務大臣に送付

2012年3月8日 mネット・日弁連主催・JNNC協力「民法改正を求める院内集会」開催

2012年4月5日 日弁連主催「今こそ、個人通報制度の実現を！大集会」に共催（弁護士会館）

2012年7月7日 米国で活躍するNGOメンバーのマービックさんを囲んで交流会開催

2012年8月25日
NWECジェンダー研究交流フォーラムにてワークショップ「国際条約とわたしたち―女性差別撤廃条約を
中心に」開催

2012年9月5日 mネット主催JNNC共催「立法不作為を問う！Part2民法改正改正を求める院内集会」開催

2012年10月15日 佐村新男女共同参画局長を訪問

2012年11月1日 ◎日本政府フォローアップ回答18項に関して再提出

2012年12月21日 自民党・公明党に「真の男女共同参画の実現に向けた要請書」送付

2013年1月1日
フォローアップ項目に関する日本政府の追加的情報提供についてのコメントを総理大臣、男女共同参
画特命担当大臣、法務大臣に送付

2013年2月24日 ＪＮＮＣ10周年記念の集い「女性差別撤廃条約を活かす日本へ～これからどうする～」
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2013年3月8日 mネット主催JNNC共催「立法不作為を問う！ＰＡＲＴ２ 民法改正を求める緊急院内集会」開催

2013年3月27日 男女共同参画会議議員に関する申し入れ

2013年4月10日 国連女性差別撤廃委員会の懸念及び勧告に応える雇用機会均等法の改定を求める要請書提出
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No. 団体名  

1 DPI 女性障害者ネットワーク DPI Women's Network Japan 

2 I 女性会議 Japan Women’s Council I 

3 NPO 法人 mネット・民法改正情報ネットワーク mNet・Information Network for Amending the Civil Code 

4 SOSHIREN・女(わたし）のからだから SOSHIREN 

5 アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」 Women's Active Museum on War and Peace (WAM) 

6 アジア女性資料センター Asia-Japan Women’s Resource Center 

7 （財）アジア・太平洋人権情報センター Asia-Pacific Human Rights Information Center 

8 アプロ女性実態調査プロジェクト Apeuro Women's Survey Project 

9 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” Issue

10 公人による性差別をなくす会 Action to Eliminate Gender Discriminatory Remarks by Public Officials 

11 移住労働者と連帯する全国ネットワーク Solidarity Network with Migrants, Japan 

12 沖縄市民情報センター Okinawa Citizens' Information Centre 

13 兼松男女賃金差別裁判原告 Plaintiffs of a case of gender-based wage discrimination in Kanematsu Corporation 

14 "共生社会をつくる"セクシュアル・マイノリティ支援全国

ネットワーク 

Kyosei-Net for LGBIT 

15 均等待遇アクション 21 Equality Action 21 

16 ゲイジャパンニュース Gay Japan News 

17 国際女性の地位協会 Japanese Association of International Women’s Rights 

18 国際ゾンタ 26 地区（日本） Zonta International District 26(Japan) 

19 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock 

20 サバイバーズ・ジャスティス Suvivor’s  Justice 

21 昭和シエル石油男女賃金差別裁判原告 Plaintiff of a case of gender-based wage discrimination in Showa Shell Sekiyu 

22 性暴力禁止法をつくろうネットワーク Network for a Law Banning Sexual Violence 

23 女性自衛官の人権裁判を支援する会 Committee to Support Female SDF Official‘s Court Case of Human Rights 

24 女性と健康ネットワーク Japan's Network for Women and Health 

25 人身売買禁止ネットワーク Japan Network Against Trafficking in Persons 

26 新日本婦人の会 New Japan Women’s Association 

27 すぺーすアライズ Space Allies 

28 世界女性会議岡山連絡会 Okayama Communication Network of the World Conference on Women 

29 全国商工団体連合会婦人部協議会 Women’s Council of the National Federation of Merchant and Industrialist’s Organizations

30 全国フェミニスト議員連盟 Alliance of Feminist Representatives 

31 全国労働組合総連合女性部 The National Confederation of Trade Unions Women’s Bureau 

32 戦時性暴力問題連絡協議会 Japan Network against Wartime Sexual Violence 

33 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク Japan Network on Education for the Advancement of Gender Equality 

34 日本 BPW 連合会 National Federation of Business and Professional Women's Clubs of Japan 

35 日本婦人団体連合会 Japan Federation of Women’s Organizations 

36 ねりまジェンダー研究会 Nerima Gender Watch 

37 農民運動全国連合会女性部 Japan Family Farmers Movement, Women’s Section 

38 派遣労働ネットワーク NPO Dispatched Labour Network 

39 働く女性の全国センター Action Center for Working Women 

40 反差別国際運動日本委員会 The International Movement Against All Forms of Discrimination and 

Racism-Japan Committee 

41 東日本大震災女性支援ネットワーク Rise Together for Women in East Japan Disaster 

42 ヒューマンライツ・ナウ Human Rights Now 

43 部落解放同盟中央女性運動部 Buraku Liberation League Central Women's Devision 

44 北京 JAC Japan Accountability Caucus for the Beijing Conference 

45 北海道アイヌ協会札幌支部 Ainu Association of Hokkaido, Sapporo Branch 

46 琉球弧の先住民族会 Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 

47 れ組スタジオ・東京 Regumi Studio Tokyo 

48 ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク Working Women’s Network 

他 日本弁護士連合会 Japan Federation of Bar Associations  
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資料 5 
2013 年 5 月 17 日 社会権規約委員会の日本に対する第 3 回総括所見 
（労働関連抜粋、社会権規約 NGO レポート連絡会議訳） 

 

C．主要な懸念事項および勧告 

10．委員会は、法改正を行う際に規約上の義務との一致を確保しようとする締約国の努力にも関わ

らず、女性、婚外子および同性カップルに対して差別的な規定が締約国の法律に存在し続けている

ことに、規約上の権利が関係するかぎりにおいて、懸念をもって留意する。（第 2 条第 2 項） 

 委員会は、規約上の権利の行使および享受に関して法律で直接または間接の差別が行なわれない

ことを確保するため、法律を包括的に見直し、かつ必要であれば改正するよう、締約国に対して促

す。 

 

11．委員会は、雇用等の分野では差別の禁止に関する法規定が存在するにも関わらず、締約国の法

律において、規約が禁じている事由にもとづく差別からの全面的保護が提供されていないことに、

懸念をもって留意する。（第 2 条第 2 項） 

 委員会は、法律で、規約の規定にしたがって経済的、社会的および文化的権利の全分野における

差別が効果的に禁じられ、かつそのような差別に対する制裁が定められることを確保するよう、締

約国に対して求める。これとの関連で、委員会は、形式的および実体的差別を解消し、かつ特別措

置の実施について規定することを目的とした、差別の禁止に関する包括的法律を制定するよう、締

約国に対して奨励する。委員会はまた、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利について

の差別の禁止に関する一般的意見 20 号（2009 年）を参照するよう求める。 

 

13．委員会は、締約国で根深く残るジェンダー役割についてのステレオタイプのため、女性による

経済的、社会的および文化的権利の平等な享受が妨げられ続けていることを懸念する。委員会はま

た、数次にわたる男女共同参画基本計画の採択のような措置がとられたにも関わらず、ジェンダー

役割に関する社会一般の態度の変革を狙った十分な措置がとられてこなかったことに、懸念をもっ

て留意する。さらに、委員会は、締約国の称賛すべき努力にも関わらず、労働市場における垂直お

よび水平のジェンダー分離がいまなお徹底していること、および、出産後に離職またはパートタイ

ム就労への移行を余儀なくされる女性の割合が高いことに表れているように、進展がなかなか見ら

れないことを懸念する。委員会は、第 3 次男女共同参画基本計画で締約国が控えめな目標しか設定

しておらず、規約上の権利の行使に関する平等の達成が加速されることはないであろう点を遺憾に

思う。（第 3 条） 

 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 

(a) ジェンダー役割に関する社会のとらえ方を変革するための意識啓発キャンペーンを実行するこ

と。 

(b) 伝統的にいずれかの性が多数を占めてきた分野以外の分野での教育の追求を促進する目的で、

女子および男子に対して平等な就業機会に関する教育を行なうこと。 

(c) 男女共同参画基本計画において男女双方を対象とするいっそう大胆な目標を採択するとともに、

教育、雇用ならびに政治的および公的意思決定の分野においてクオータ（割当枠）制等の一時

的措置を実施すること。 

(d) コース別雇用管理制度および妊娠を理由とする解雇のような、女性差別である慣行を廃止する

こと。 

(e) 待機児童ゼロの達成をいっそう速やかに進めるとともに、保育が負担可能な料金で利用できる

ようにすること。 



 委員会は、締約国が、規約上の権利の享受に関する、性別、所得水準別および学歴別に細分化さ

れた統計データを（対話の際に代表団によって宣言されたとおり）次回の定期報告書に記載すると

ともに、男女平等に関する政策立案においてこのようなデータがどのように参考にされたかを説明

するよう要請する。 

 

15．委員会は、雇用および職業における差別に関する ILO 第 111 号条約の批准を検討するべきであ

る旨の締約国に対する勧告をあらためて繰り返す。 

 

16．委員会は、契約の性質に関係なくすべての被用者について同一の評価・能力認定制度を活用す

るよう促す奨励策を締約国がとっているにも関わらず、使用者によって有期契約が濫用されており、

かつ、有期契約労働者が不利な労働条件を課されやすい状態に置かれていることを懸念する。委員

会はまた、使用者が、有期契約を更新しないことにより、改正労働契約法で導入された有期契約か

ら無期契約への転換を回避していることを懸念する。（第 6 条、第 7 条） 

 委員会は、締約国が、有期契約に適用される明確な基準を定める等の手段により、有期契約の濫

用を防止するための措置をとるよう勧告する。同一価値労働について平等な報酬を確保する締約国

の義務を参照しながら、委員会はまた、締約国が、有期契約労働者の不平等な待遇を防止するとい

う目的が奨励金制度によって達成されているか否かを監視するよう勧告する。さらに、委員会は、

有期契約労働者の契約が不公正に更新されないことを防止するため、労働契約法の執行を強化しか

つ監視するよう、締約国に対して求める。 

 

18．委員会は、締約国全域の最低賃金の平均水準が、最低生活水準、生活保護給付額および上昇す

る生活費に満たないことを懸念する。（第 7 条、第 9 条、第 11 条） 

 委員会は、労働者およびその家族が人間にふさわしい生活を送れることを確保する目的で、最低

賃金水準を決定する際に考慮される要素を見直すよう、締約国に対して促す。委員会はまた、締約

国が、最低賃金以下の報酬しか支払われていない労働者の割合に関する情報を次回の定期報告書で

提供するよう要請する。 

 

19．委員会は、進展があったにも関わらず、締約国において、とくに男女間の賃金格差が依然とし

て相当に大きいことに、懸念をもって留意する。（第 7 条） 

 委員会は、同一価値労働について男女で異なる評価額を適用することの違法性およびこの点に関

する使用者の義務についての意識啓発を進め、かつ、報酬差別が行なわれた場合にアクセスしやす

くかつ効果的な救済措置を提供するよう、締約国に対して求める。締約国はまた、締約国が、同一

価値労働同一報酬の原則の適用について労働基準監督官に対する研修を行なうとともに、適用され

る法律の効果的執行を確保するためのその他の措置をとるよう勧告する。 

 

20．2006 年の男女雇用機会均等法改正以降、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識

が高まっていることには留意しながらも、委員会は、法律上、セクシュアルハラスメントが禁じら

れていないことに、懸念をもって留意する。（第 7 条） 

 委員会は、締約国に対し、とくに職場におけるセクシュアルハラスメントに関して、犯罪の重大

性に相応する制裁をともなったセクシュアルハラスメント罪を法律に導入するよう促す。委員会は

また、締約国が、被害者が報復を恐れることなく苦情を申し立てられることを確保するよう勧告す

る。委員会は、締約国が、セクシュアルハラスメントに反対する公衆の意識を引き続き高めるよう

勧告する。 

 



資料６ 
2011 年 11 月 憲章 24 条に基づく 100 号条約違反申立と ILO の結論と勧告要旨  
 
兼松事件、昭和シェル(野崎)事件、昭和シェル(集団)事件につき 3 組合が、判決は ILO100 号条約

違反として ILO に申立した事件に、結論と勧告が出された。 

 

＊ 日本政府が、労働基準法４条はＩＬＯ１００号条約の要請を充足しており、異なる仕事や雇

用管理区分にあってもこれを適用して賃金格差を是正することができるという公式の回答

をしているにもかかわらず、実際の司法救済や労働監督はそうした政府の姿勢をふまえたも

のとは言い難いと指摘 

＊ 「『同一価値労働』は『同一』『同じ』『同様』な労働に対する同一報酬を含み、それを超え

る概念であり、全く性質が違うが価値は同じ労働をも含むものである。」 労働基準法 4 条

が異なる職務、職種、雇用管理区分に対しても実際に適用されていることを示す情報が欠落

している。したがって本委員会は、現実の法律の履行において、同一の職務、職種、雇用管

理区分を超える広い範囲での比較が一般的に行われていないとの結論 

＊ 次回定期報告（2013 年秋）に結論に留意した詳細な追加情報を要請 

＊ 条約勧告適用専門家委員会にフォローアップを委任 

 

 

2012 年 3 月 憲章 24 条に基づく ILO181 号条約違反申立と ILO の結論及び勧告要旨 
 (派遣労働ネットワーク 中野麻美弁護士提供) 

【申立の内容】 

ＩＬＯ１８１号条約は、派遣元の雇用責任の完全な履行のもとに、「利用者企業」の指揮監督のもとで働くス

タイルをも対象としているが、第５条１項で定められているように、労働者が雇用されることにおいて、差別な

く取り扱うことや、第１１条に列記されている労働法上の諸権利を確保するものでなければならない。登録型

派遣労働者が１３年も長期にわたって同一派遣先で働き続けても、雇用継続の期待を法的に保護すること

はできず、登録型派遣は、商取引である労働者派遣契約が終了させられれば雇用も終了するものであると

する司法判断は、労働者に「雇用」を保障したとはいえず、またこの条約が求める権利保障の水準を充足し

ておらず、登録型派遣は禁止されるべきだとして訴えた。 

 

【ＩＬＯの結論・勧告の要旨】 

ＩＬＯ三者構成委員会は、登録型派遣で働く労働者には雇用継続への期待が法的保護に値しないという

のであれば、ＩＬＯ条約１条１項ｂの「雇用」に関する定義を充足していないという申立人の主張に留意し、条

約勧告適用専門家委員会が、派遣労働者の権利保障のために全ての事例においてはっきりとした責任が

確定できるような法的枠組みをもつ必要性を強調していることをふまえ、日本政府に対し、１８１号条約が５条

１項を含め全ての労働者に適用されるものであることを疑問の余地なく明確にするよう、また、181 号条約 1

条、5 条、11 条に適合させる法制度とその運用のための措置をとるよう勧告した。そして、日本において、登

録型派遣を禁止しようとした改正派遣法が修正された事態も踏まえつつ､政府に対し１８１号条約に関する詳

細な報告を年内に提出するよう求め、今後条約勧告適用専門委員会においてフォローアップしていくとした。

具体的には以下の通り。 

 

（１） 伊予銀行事件に関する司法判断が、条約 1 条 1 項 b の「雇用」の概念に違反しているという申立人の

主張を重視し、司法権の独立にかんする日本政府の弁明にも配慮しつつ、伊予銀行は当局からの是正

指導を何ら受けていなかったこと、したがって 181 号条約 11 条が求めている派遣労働者に対し十分な保



護を与えるよう必要な措置をとることを日本政府が怠っていたかも知れないと指摘した。すなわち、このケ

ースにおいては、派遣労働者に対して保障されるべきＩＬＯ条約に基づく権利が現実に確保されてはおら

ず、本来は、そうした事態が是正されるべきであった。 

 

（２） 問題の司法判断が、雇用の継続を期待する派遣労働者の権利を否定し、雇用関係の期間の長さに

関係なく、あるいはハラスメントの申立に関係なく、雇用主としての責任を派遣元事業主が果たす責任

を認定することをしなかった、と指摘する申立人の主張についても留意する。i 

      

（３） 派遣元事業主の雇用主としての責任から逃れられないようにするために「登録型派遣」を原則的に禁

止すべきであって、「登録型派遣」が合法であり続ける場合は、解雇であろうと、契約更新の拒否であろう

と、雇用終了の事由は制限されるべきであり、派遣労働者は直接雇用労働者と同一の雇用上の権利が保

障されるべきであり、それがＩＬＯ条約が求める保護であるという申立人の主張にも留意する。 

 

（４） 条約勧告適用専門家委員会が、１８１号条約の対象分野において十分な保護を確保するためにはっ

きりとした法的枠組みを持つ必要を強調していること、さらに、派遣先が仕事を割り当て、指揮命令すると

いう特殊性と責任が曖昧化されることに対処して全ての事例において責任を明確化できるようにしなけれ

ばならないとの指摘を踏まえ、１８１号条約が５条１項を含め全ての労働者に適用されるものであることを疑

問の余地なく明確にするよう日本政府に求める。 

 

（５）  雇用管理に欠ける日雇い派遣のような働き方を、他の雇用の選択肢がないために長期間継続してい

る実態や、派遣が禁止されている業務について違法派遣が行われているなど、新しい派遣形態の出現

に日本政府自身が懸念を表明していることに留意し、「登録型派遣」と製造業への派遣を原則禁止する

など派遣労働者の保護を強化する労働者派遣法改正案が修正され、登録型派遣制度がほとんど変更

なく機能し続けることになったことを受けて、派遣労働者に対する効果的保護が欠落している状況に鑑

み、181 号条約 1 条 5 条 11 条に適合させる法制度とその運用のための措置をとるよう日本政府に要請

する。 

 
                                                   
i 日本政府は、この点について、労働者派遣法は条約 11 条が求める保護と同等の保護を派遣元事業者に雇用

される労働者に保障しているおり、労働関係法規については、原則として雇用主である派遣元に適用され、一定

の規定については派遣先にも適用されるから条約の内容を充足しているなどと主張したが、委員会は、これらの

主張や情報提供は、条約５条１項の規定が派遣元事業主と派遣先企業の両方に適用されるのかを明らかにして

いないとしている。条約５条１項は、労働者が雇用されること、個々の業務に就く機会及び待遇の均等を促進する

ため、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見、国民的系統若しくは社会的出身による差別又は年齢、障害等国

内法及び国内慣行の対象とされている他の形態による差別なしに労働者が取り扱われるべきであることを定める

ものであるが、労働者派遣法は、労働基準法３条は派遣先・派遣元いずれにも適用することとしたが、男女同一

賃金や男女雇用機会均等法については派遣元の責任とするのみで、職業安定法３条は、直接派遣元・派遣先と

の契約関係を規律するものではない。また、そもそも、人種、皮膚の色、宗教、政治的意見、国民的系統、社会的

出身等による募集・採用など雇用へのアクセスを平等に保障する規定を持ち合わせない。こうした制度の現状か

らすれば、ＩＬＯ１８１号条約を充足しないことは明白である。 

 



資料７ 
2013 年 4 月 10 日 

厚生労働省 
労働政策審議会雇用均等分科会 委員各位 
 

 

 国連女性差別撤廃委員会の懸念及び勧告に応える 
雇用機会均等法の改定を求める要請書 

 
 
日本女性差別撤廃条約 NGO ネットワーク(JNNC) 

                     連絡先 Tel／Fax 03-5905-0365 
 

 

 私たちは、女性差別撤廃条約の国内での実現を求める NGO のネットワークです。

様々な女性差別を撤廃するために活動している国内の 51 団体・グループから成って

います。 
 2009 年、国連女性差別撤廃委員会（以下、「委員会」）は、本条約の実施に関する

日本の第６次報告に対する総括所見において、女性差別の撤廃にむけ様々な懸念と勧

告を出しています。 
 JNNC は現在雇用機会均等法の改定に向け開催されている雇用均等分科会の審議

において、女性差別撤廃委員会の総括所見の指摘が反映され、委員会の要請を実現す

る方向で審議がなされることを強く期待しております。 
日本の男女格差是正が大きく前進するよう、以下の要請を行いますので真摯なるご

検討をくださるようお願いいたします。 

 

【改定に向け審議いただくポイント】 

 

１．「差別の定義」を明確にする。 

  均等法第２条基本的理念の２に女性差別撤廃条約第１条の「差別の定義」を明記

すること。 

（参照：資料 総括所見パラグラフ 21、22） 

＊女性差別撤廃条約 

第１条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であ

って、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚

姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識

し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

 

２．仕事と生活の両立を男女共に図ることを均等法第 1 条の目的に明示する。 
  （参照：パラグラフ 47、48） 



 
３．「間接差別」を例示列挙とし、さらに 2004 年 6 月の「厚生労働省男女雇用機会均

等政策研究会報告書」が示した事例を追加する。 
（参照：パラグラフ 21、22） 

   
４．雇用管理区分を指針から削除し、男女の比較をする場合には性別以外の合理的な

要素の有無を判断するようにする。 
（参照：パラグラフ 45） 

 
５．男女間賃金格差を速やかに縮小するため、一定規模の企業・公共機関には男女別

実態の報告義務を課すなど、均等法 14 条を強化する。 
（参照：パラグラフ 45，46） 

 
６．均等法第 1 条の「男女の均等な機会及び待遇の確保」の待遇には賃金是正も含む

ことを指針等で明示する。 
（参照：パラグラフ 46） 

 
７．性中立的で客観的かつ国際基準に基づく「職務評価」を、賃金等待遇格差を是正

する判断基準とし、雇用均等室に職務評価にかかる専門委員会を設置すること。 
  （参照：パラグラフ 45） 

 
８．セクシャルハラスメントに対する対策を強化すること。 

（参照：パラグラフ 45、46） 

 
以上 



　資料８

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成 別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳 29.5% 39.0% 27.6% 20～29歳 16.1% 53.3% 29.9%

30～39歳 28.3% 39.6% 30.2% 30～39歳 16.2% 48.1% 35.2%

40～49歳 27.2% 43.4% 28.1% 40～49歳 18.0% 44.2% 36.3%

50～59歳 29.4% 41.2% 26.9% 50～59歳 23.2% 39.0% 34.4%

60～69歳 47.0% 34.6% 15.9% 60～69歳 39.9% 33.3% 19.8%

70歳以上 58.1% 23.2% 12.4% 70歳以上 58.5% 17.9% 14.2%

39.7% 35.5% 21.6% 33.7% 35.5% 27.9%

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成 別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳 26.0% 42.0% 30.0% 20～29歳 17.6% 46.4% 33.6%

30～39歳 22.8% 46.2% 28.8% 30～39歳 15.9% 40.2% 41.1%

40～49歳 27.6% 41.4% 27.6% 40～49歳 18.9% 43.6% 35.1%

50～59歳 35.3% 42.3% 19.5% 50～59歳 31.3% 40.6% 23.4%

60～69歳 49.3% 32.2% 17.1% 60～69歳 45.2% 29.7% 22.1%

70歳以上 59.8% 23.0% 15.8% 70歳以上 56.8% 18.0% 15.3%

39.1% 37.0% 21.7% 31.7% 36.2% 27.9%

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成 別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳 15.8% 51.4% 28.7% 20～29歳 11.7% 52.1% 32.3%

30～39歳 17.3% 52.7% 26.7% 30～39歳 9.4% 52.9% 33.7%

40～49歳 25.3% 46.7% 25.7% 40～49歳 17.4% 47.6% 30.9%

50～59歳 35.9% 38.7% 18.2% 50～59歳 28.9% 45.7% 20.9%

60～69歳 47.5% 33.6% 14.8% 60～69歳 42.9% 35.8% 15.7%

70歳以上 61.1% 21.2% 12.1% 70歳以上 52.8% 18.8% 16.5%

33.7% 40.9% 20.9% 26.5% 43.2% 24.9%

別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成 別氏に反対 別氏を容認 通称に賛成

20～29歳 22.7% 47.7% 20.3% 20～29歳 19.0% 43.0% 36.7%

30～39歳 20.8% 43.1% 31.9% 30～39歳 14.8% 45.4% 38.0%

40～49歳 32.3% 41.5% 21.8% 40～49歳 32.2% 36.6% 24.5%

50～59歳 51.4% 29.5% 17.5% 50～59歳 45.4% 25.9% 22.7%

60歳以上 71.3% 15.1% 11.3% 60歳以上 59.6% 17.5% 11.1%

43.8% 32.9% 19.4% 36.7% 32.2% 25.0%
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「世論」は、本当に選択的夫婦別氏制度に反対なのか『時の法令』第1928号より抜粋

計 計

性・年齢 性・年齢

計 計

男

性

女

性

計 計

1996（H8）年 「家族法に関する世論調査」      　　　   　　　 別姓に反対39.8%　容認32.5%　通称に賛成22.5%

男

性

男

性

女

性

計 計

女

性

性・年齢 性・年齢

2001（H13）年 「選択的夫婦別氏制度に関する世論調査」　別姓に反対29.9%　容認42.1%　通称に賛成23.0%

選択的夫婦別氏制度に関する政府の世論調査(性別・年代別賛否)

性・年齢 性・年齢

2012（H24）年 「家族の法制に関する世論調査」　　      　　別姓に反対36.4%　容認35.5%　通称に賛成24.0%　

2006（H18）年 「家族の法制に関する世論調査」　        　　別姓に反対35.0%　容認36.6%　通称に賛成25.1%

性・年齢 性・年齢

男

性

女

性



-



2013.6.24男女共同参画会議 監視専門調査会ヒアリング                              資料９ 
 

民法改正の議員立法案提出状況 
 

 衆 議 院 参 議 院 

140 回 通常国会 

1997 年 3月 13 日提出（坂上富男君外 4 名) 

6 月 11 日提案理由説明・質疑、6 月 13 日参

考人質疑～廃案 

1997 年 6月 5 日発議（(照屋寛徳君外 4 名)～廃案 

1997 年 6月 6 日発議(山﨑順子君外 3 名)～廃案 

142 回 通常国会 1998 年 6月 8 日提出(枝野幸男君外 8 名) 

～継続 

 

143 回 臨時国会 継続  

144 回 臨時国会 継続  

145 回 通常国会 継続～廃案  

146 回 臨時国会 1999年 12月 10日提出(北村哲男君外 8名) 

～継続 

1999 年 12月 10 日発議(千葉景子君外 9 名) 

12 月 15 日提案理由説明～廃案 

147 回 通常国会 2000 年 6月 2 日解散により廃案 
2000 年 1月 20 日発議(千葉景子君外 9 名) 

3 月 14 日提案理由説明、5 月 25 日質疑～廃案 

150 回 臨時国会  2000年 10月 31日発議(千葉景子君外 10名)～廃案 

151 回 通常国会 

2001 年 5月 8 日提出(枝野幸男君外 7 名)、 

6 月 20 日提出（漆原良夫君外 2 名）～2 案と

も継続 

2001 年 5月 10 日発議(千葉景子君外 10 名) 

6 月 14 日提案理由説明～廃案 

152 回 臨時国会 2 案とも継続  

153 回 臨時国会 2 案とも継続 2001 年 11月 13 日発議(千葉景子君外 9 名)～継続 

154 回 通常国会 2 案とも継続 2002 年 7月 23 日提案理由説明～廃案 

155 回 臨時国会 2 案とも継続  

156 回 通常国会 
2003 年 7 月 18 日一般質疑で夫婦別姓の参

考人質疑、2 案とも継続 

2003 年 5月 27 日発議(千葉景子君外 9 名)～廃案 

157 回 臨時国会 2003 年 10月 10 日解散により廃案  

159 回 通常国会 
2004 年 5月 14 日提出（枝野幸男君外 6 名） 

～継続 

2004 年 5月 14 日発議(千葉景子君外 9 名）～廃案 

160 回 臨時国会 継続  

161 回 臨時国会 継続  

162 回 通常国会 2005 年 8月 8 日解散により廃案 2005 年 3月 30 日発義(千葉景子君外 7 名）～廃案 

164 回 通常国会 2006 年 6月 8 日提出（枝野幸男君外 7 名） 

～継続 

2006 年 5月 31 日発義(千葉景子君外 7 名）～廃案 

165 回 臨時国会 継続  

166 回 通常国会 継続 ※①2007 年 5 月発議 (西岡武夫君外 4 名）～廃案 

167 回 臨時国会 継続  

168 回 臨時国会 継続  

169 回 通常国会 継続 2008 年 4月 22 日発議（千葉景子君外 9 名）～廃案 

170 回 臨時国会 継続  

171 回 通常国会 2009 年 7月 21 日解散により廃案 2009 年 4月 24 日発議（千葉景子君外 9 名）～廃案 

174 回 通常国会   

177 回 通常国会   

180 回 通常国会   

183 回 通常国会  ※②2013年 4月 26 日発議（前川清成君外 6 名） 

※①再婚禁止期間の短縮のみ ※②婚外子相続分規定の改正のみ   

http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts1997_6_2.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts1998_6.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts1999_12.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts1999_12_2.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2000_1.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2000_10.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2001_5.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2001_6.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2001_5_2.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2001_11.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2003_5.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2004_5.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2004_5_2.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2005_3.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2006_6.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2006_5.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2008_4.html
http://www.ne.jp/asahi/m/net/ts2009_4.html


-
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                            資料１０ 

◆各政党の政策（マニフェスト・政策集等） 
 

▼民法改正に賛成の立場 
 
民主党 

○政権政策委員会提言（1999年8月24日） 

多様な価値観と選択肢を認めるため、選択的夫婦別姓制度を導入する。 
 
○民主党の2000年度活動方針（2000年1月15日） 

各地の市民団体とも連携して、民法改正（選択的夫婦別姓）、女性への暴力、児童虐待問題にも取り

組み、権利擁護を進めます。 
 
○「新しい政府」を実現するために民主党は「最良の国・日本」を創る（2000年１月16日） 

多様な価値観と選択肢を認めるため、選択的夫婦別姓制度を導入します。 
 
○民主党の「15の挑戦と110の提案」～無責任政治と決別し、安心の未来を創るために（2000年6月6日） 

選択的夫婦別姓制度を導入します 
 
○第19回参議院議員通常選挙政策（2001年3月23日） 

希望すれば夫婦が別の姓を選択することができる選択的夫婦別姓制度と、自らが何ら責任を有さない

出生の事情によって子どもが不利益を被らないよう婚外子（非嫡出子）の相続差別をなくすことを内

容とした民法の改正を実現します。 
 
○2003統一地方選挙政策集 

夫婦同姓にすることも貴重な選択ですが、別姓を選べない法律下では、女性が「改姓したくない」と

思ったときに、「女は結婚したら夫の姓を名乗るのが当たり前」という価値観が押しつけられるのが

現状です。民主党提出の民法改正法案を成立させ、希望すれば夫婦が別の姓を選択することができる

制度と、自らが何ら責任を有さない出生の事情によって子どもが不利益を被らないよう婚外子（非嫡

出子）の相続差別をなくすことを実現します。 
 
○民主党政策集日本を、あきらめない。2005年（第44回衆議院選挙）（政策INDEX2005） 

現行法では、本人が希望しても夫婦別姓が認められず、女性が「改姓したくない」と思っても、「女

は結婚したら夫の姓を名乗るのが当たり前」という価値観を押しつけられるのが現状です。民主党は、

希望すれば夫婦が別の姓を選択することができる制度をつくるとともに、自らが何ら責任を有さない

出生の事情によって子どもが不利益を被らないよう、婚外子（非嫡出子）の相続差別をなくすため、

「民法改正案」を提案しています（1998年の第142国会以降４回提出）。 
 
○2007政策リスト300 

選択的夫婦別姓の導入と婚外子差別の解消 

現在日本では、本人が希望しても夫婦別姓は認められておらず、婚姻した夫婦の97％で女性が改姓し

ています。民主党は、仕事の上などでの社会的不利益をなくす、自分が使ってきた姓を使うことでア

イデンティティを守るなどの様々な理由で別姓を望む人が、選択できる制度を導入する「民法改正案」

を提案しています。 
 
○民主党政策集INDEX 2009 

選択的夫婦別姓の早期実現 

民法を改正し、選択的夫婦別姓等を導入します。 

現在日本では、本人が希望しても夫婦別姓は認められておらず、婚姻した夫婦の96％で女性が改姓し

ていますが、仕事上の事情から結婚前の姓を名乗り続けたい、生来の姓を自己のアイデンティティと

感じるなどのさまざまな理由で夫婦別姓を望む人が選択できる制度を求める声が若い世代を中心に増

えています。 

 

 



 

公明党 

○第４回党全国大会重点政策「いのち輝く社会をめざして」（2002年11月2日） 

選択的夫婦別姓の導入や、婚外子の相続差別を撤廃するなど、民法を改正し、法の上の男女差別を撤

廃します。 
 
○公明党マニフェスト2005 

夫婦の姓（氏）について、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を実現します。 
 
○公明党マニフェスト2007政策集 

夫婦の姓（氏）について、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を実現します。 
 
○マニフェスト′09 

選択的夫婦別姓制度の導入 

夫婦の姓（氏）について、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を実現します。 
 
○マニフェスト2010（参院選重点政策） 

選択的夫婦別姓制度の導入など「民法」改正 

「民法」を改正し、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入や男女の婚姻適齢の18

歳統一を実現します。 
 
○公明党マニフェスト2012政策集 

人権が尊重される社会の構築 - 選択的夫婦別姓制度の導入など「民法」改正 

「民法」を改正し、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入や男女の婚姻適齢の18

歳統一を実現します。併せて、女性の再婚禁止期間を現行の６カ月から100日に見直し、また非嫡出子

の相続分について、嫡出子と同一になるよう婚外子の相続差別の撤廃を図ります。 

 

日本共産党 

○「男女共同参画基本計画」の充実と実効ある施策についての申し入れ（2002年12月17日） 

選択性夫婦別姓の導入、非嫡出子の相続差別廃止など民法の改正をすみやかに行うこと。 
 
○総選挙にのぞむ日本共産党の政策（2003年10月８日） 

日本は世界でも数少ない夫婦同姓制度を取っている国です。民法を改正し選択的夫婦別姓の実現、女

性のみの再婚禁止期間の見直しなどをただちにおこないます。 
 
○参議院選挙にのぞむ日本共産党の各分野の政策（2004年6月2日） 

待たれている選択的夫婦別姓制度の実現を急ぐとともに、民法における女性のみの再婚禁止期間や婚

外子差別など、法律上の差別を是正します。 
 
○衆議院選挙にのぞむ日本共産党の各分野の政策（2005年８月11日） 

待たれている選択的夫婦別姓制度を早く実現し、民法にある女性のみの再婚禁止期間や婚外子への差

別など、法律上に残された差別を是正します。 
 
○参院選にのぞむ日本共産党宣言（12の重点政策）（2007年6月15日） 

女性差別撤廃条約に反する民法を見直し、改正をすすめます。 

民法には夫婦同姓制度、再婚禁止期間、婚姻最低年齢など女性差別的な条項が残されています。（略）

選択的夫婦別姓制度、再婚禁止期間短縮などをすすめます。 
 
○「国民が主人公」の新しい日本をめざす日本共産党の基本政策（2009年7月28日） 

民法を改正し、選択的夫婦別姓制度の実現、再婚禁止期間・婚姻最低年齢の見直し、婚外子差別の禁

止をすすめます。 
 
○2010年参議院議員選挙にのぞむ日本共産党の政策集 

男女平等・人権尊重・民主主義をすべての分野につらぬきます 

民法改正は、民主党政権が公約も国民の期待も裏切り、いまだに実現していません。選択的夫婦別姓

制度の実現、再婚禁止期間・婚姻最低年齢の見直し、婚外子差別の禁止など民法改正をすすめます。 



 
○2012年総選挙政策 改革ビジョン 

民法改正し、差別的規定をなくします 

 民法に、夫婦同姓を強制する制度や女性のみの再婚禁止期間、男女別の婚姻最低年齢、婚外子への

相続差別など、男女平等と人権に反する遅れた制度が残されています。法制審議会答申から16年も歴

代政権が放置してきた結果です。国連女性差別撤廃委員会からもくりかえし改善勧告が出され、09年

夏の女性差別撤廃委員会も法制度改善の遅れを批判し、「早急な対策」を求めています。憲法や国連

女性差別撤廃条約の精神にそって、一日も早い民法改正の実現をはかります。離婚後300日以内に出生

した子の無戸籍の問題の解決のためにも重要です。 

 

社会民主党 

○21世紀人権政策大綱（1999年10月21日） 

社民党（旧社会党）は、戦後一貫して男女平等社会の実現に向けて、これまで労働基準法、母子保健

法、育児・介護休業法の制定、女性差別撤廃条約の批准促進、男女雇用機会均等法の制定などに取り

組んできました。現在も、男女雇用機会均等法の改正に伴う労働基準法の「女性のみ保護規定」解消

を受けて、男女共通の時間外・休日労働、深夜業規制の立法化、選択的夫婦別姓の導入や婚外子差別

の解消を図る民法改正の実現などをめざしています。 
 
○第20回参議院選挙政策集社民党の政策９つの約束（2004年） 

選択的夫婦別姓の導入、婚外子への相続差別是正、婚姻年齢の男女同一化、女性のみの待婚（再婚禁

止）期間の見直しなど、民法改正を早期に実現します。 
 
○社民党総合政策ガイド2005 10の提案 

選択的夫婦別姓の導入、婚外子への相続差別是正、婚姻年齢の男女同一化、女性のみの待婚（再婚禁

止）期間の見直しなど、民法改正を早期に実現します。 
 
○社民党総選挙公約2005 

民法を改正し、選択的夫婦別姓の導入と婚外子差別撤廃など実現します。 
 
○参議院選挙公約2007 

婚外子差別の禁止、再婚禁止期間の見直し、選択的夫婦別姓を実現します。 
 
○衆議院選挙公約2009 

選択的夫婦別姓制度、婚外子差別の禁止、離婚後300日問題（子どもの父親が誰であるかを推定する嫡

出推定）、婚姻年齢の男女同一化、女性だけに定められた再婚禁止期間の見直しなど、民法改正を実

現します。 
 
○Manifesto2010 参議院選挙公約  

女性の人権を守ります 

選択的夫婦別姓制度、婚外子差別の禁止、離婚後300 日問題（子どもの父親がだれであるかを推定す

る嫡出推定）、婚姻年齢の男女同一化、女性だけに定められた再婚禁止期間の見直しなど、民法改正

を実現します。 

 

○衆議院選挙公約2012 

女性の人権を尊重します 

選択的夫婦別姓制度の導入、婚外子差別の禁止、婚姻年齢を男女同一の18歳とすること、女性だけに

定められた再婚禁止期間の廃止など、男女平等の観点から民法を改正します。 

 

 

 

 

 

 

 



▼民法改正に反対の立場 

自由民主党 

○自民党政策集 J-ファイル 2010（マニフェスト） 

民主党の夫婦別姓法案に反対自民党は働く女性を応援 

夫婦別姓を選択すれば、必ず子どもは両親のどちらかと違う「親子別姓」となります。わが党は、民

主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守ります。また、女性の社会進出について

は、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などで支援します。 

 

○自民党政策集 J-ファイル 2012 

民主党の夫婦別姓法案に反対 自民党は働く女性を応援  

民主党の夫婦別姓が導入されれば、必ず子どもは両親のどちらかと違う「親子別姓」となります。わ

が党は、民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守ります。また、女性の社会進

出については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などで支援します。 

 

国民新党 

○2010政策集 夫婦別姓反対 

一人一人の心の繋がりが希薄になり、地域における一体性も失われつつある今日、「夫婦別姓制度」

は夫婦間のみならず「親と子」など家族全体の絆に大きな影響を与えると危惧されています。また男

性が女性の姓を選択する婿養子制度により、現行法でも結婚後の姓を選択する権利は男女とも平等に

付与されています。社会・地域・家族のあり方が問われる今日、家族の崩壊を助長する夫婦別姓制度

に我が党は信念を持って反対します。 

 

 

たちあがれ日本 

○たちあがれ日本政策宣言 2010 

永住外国人地方参政権付与法案と夫婦別姓を認める民法改正案に反対 

参政権は国民固有の権利、家族の絆は社会の基盤です。地方議会と連携し、日本社会の根幹を揺るが

す制度改革は絶対に阻止します。 

 

資料：衆議院調査局法務調査室「夫婦の氏－検討のための基礎的資料－」より抜粋し加筆修正 
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